
平成２８年１０月２８日

道 路 局

道路法施行規則の一部を改正する省令の公布について

跨線橋の効率的な維持及び修繕の実施を図るため、道路の維持又は修繕に関する技術的基

準その他必要な事項に新たな項目を追加する「道路法施行規則の一部を改正する省令」を、本

日、公布いたしました。

１．背景

トンネルや橋等の維持又は修繕については、道路法施行規則（昭和２７年建設省令第２５号）

に規定される道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項に従い行うこととされて

います。

特に、道路が鉄道を跨ぐ跨線橋については、第三者被害の予防及び鉄道の安全性確保等の観点

から、その維持又は修繕の効率的な実施が必要となっていますが、その実施にあたっては、道路

管理者と鉄道事業者等との間での安全確保等に係る詳細な協議が必要となります。

２．概要
道路法施行規則第４条の５の５に規定される、道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他

必要な事項として、跨線橋の計画的な維持及び修繕が図られるよう、道路管理者は、あらかじめ
鉄道事業者等との協議により、跨線橋の維持又は修繕の方法を定めておくべき旨を追加します。

３．スケジュール

公布日：平成２８年１０月２８日（金）

施行日：平成２８年１２月 １日（木）

４．パブリックコメントの結果

本省令に係るパブリックコメントの結果、３件のご意見が寄せられました。

皆様のご協力に深く御礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力いただ

きますよう、よろしくお願い申し上げます。
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